
2095

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

予
　
　
算

◎
令
和
５
年
度
白
石
市一般
会
計

　
予
算　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

公
立
刈
田
綜
合
病
院
は
、令
和

５
年
度
か
ら
市
立
病
院
と
し
て
、管

理
運
営
を
指
定
管
理
者
に
委
託
す

る
た
め
、令
和
５
年
度
以
降
に
負
担

す
る
指
定
管
理
者
委
託
料
、経
営

基
盤
強
化
交
付
金
、給
与
特
例
措

置
交
付
金
お
よ
び
地
域
医
療
確
保

交
付
金
の
債
務
負
担
行
為
を
設
定

す
る
も
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
歳
入
歳
出
予
算
に

そ
れ
ぞ
れ
５
億
６
千
749
万
８
千
円

追
加
し
、予
算
総
額
を
198
億
948
万

円
と
す
る
も
の
で
す
。

　

主
な
内
容
は
、不
登
校
特
例
校
の

開
校
に
向
け
た
準
備
事
業
、白
石
み

ら
い
教
育
基
金
積
立
金
、ス
マ
ー
ト

イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
整
備
事
業
な
ど

の
経
費
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

第
20
号

第
21
号

第
22
号

第
23
号

第
24
号

第
25
号

第
26
号

第
27
号

第
28
号

第
29
号

第
30
号

第
31
号

第
32
号

第
33
号

第
34
号

第
35
号

第
36
号

第
37
号

第
38
号

第
39
号

第
40
号

第
41
号

第
42
号

第
１
号

第
２
号

         
【
債
務
負
担
行
為
】

●
指
定
管
理
者
委
託
料

　
〔
期
間
〕令
和
４
年
度
〜
14
年
度

　
〔
限
度
額
〕10
億
円

●
経
営
基
盤
強
化
交
付
金

　
〔
期
間
〕令
和
４
年
度
〜
６
年
度

　
〔
限
度
額
〕５
億
円

●
給
与
特
例
措
置
交
付
金

　
〔
期
間
〕令
和
４
年
度
〜
７
年
度

　
〔
限
度
額
〕 

基
本
協
定
書
の
定
め

　
　
　
　

に
よ
る
算
出
額

●
地
域
医
療
確
保
交
付
金

　
〔
期
間
〕令
和
４
年
度
〜
14
年
度

　
〔
限
度
額
〕９
億
円

　

予
算
総
額
は
、173
億
９
千
345
万

円
で
、前
年
度
と
比
較
す
る
と
18
・

２
％
の
増
と
な
り
ま
す
。

　

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
不
登
校
特
例
校
開
校
運
営
事
業

　
　
　
　
　
　

２
千
813
万
９
千
円

○
結
婚
新
生
活
支
援
事
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
960
万
円

○
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
シ
ス
テ
ム

　

導
入
事
業　
　
　
　
　
800
万
円

○
子
育
て
支
援
事
業　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
183
万
９
千
円

◎
令
和
４
年
度
白
石
市
一
般
会
計

　
補
正
予
算（
第
９
号
）　　
　
　
　
　
　
　
　
○
橋
梁
長
寿
命
化
対
策
事
業　
　

　
　
　
　
　
　
10
億
６
千
550
万
円

○
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

　
及
び
周
辺
施
設
整
備
事
業

　
　
　
　
５
億
９
千
923
万
８
千
円

○
白
石
沖
西
堀
線
街
路
事
業

        　
　
　
　
　
　
　

530
万
円

○
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

　
運
営
支
援
事
業　
　
　
100
万
円

  

令
和
５
年
４
月
か
ら
、個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ

れ
、国
、地
方
公
共
団
体
、民
間
事

業
者
等
に
お
け
る
個
人
情
報
保
護

制
度
の
一
本
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、議
会
は
国
会
や
裁
判
所

と
同
様
、自
律
的
な
対
応
の
も
と
、

個
人
情
報
の
保
護
が
図
ら
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
の
観
点
か
ら
、改

正
後
の
法
が
定
め
る
規
律
の
適
用

の
対
象
と
さ
れ
な
い
た
め
、新
た
に

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

白
石
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例                  

こ
ど
も
家
庭
庁
設
置
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例                   

白
石
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例                 

白
石
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例                                 

白
石
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例                           

白
石
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例               

白
石
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て                              

令
和
４
年
度
白
石
市
病
院
事
業
会
計
予
算                         

令
和
４
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
９
号
）               

令
和
４
年
度
白
石
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）  

令
和
４
年
度
白
石
市
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）       

令
和
４
年
度
白
石
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
） 

令
和
４
年
度
白
石
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）           

令
和
４
年
度
白
石
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）         

令
和
５
年
度
白
石
市
一
般
会
計
予
算                             

令
和
５
年
度
白
石
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算                 

令
和
５
年
度
白
石
市
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算                     

令
和
５
年
度
白
石
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算               

令
和
５
年
度
白
石
市
水
道
事
業
会
計
予
算                         

令
和
５
年
度
白
石
市
下
水
道
事
業
会
計
予
算                      

令
和
５
年
度
白
石
市
病
院
事
業
会
計
予
算                         

令
和
４
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
10
号
）              

令
和
５
年
度
白
石
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）               

　
　
　
　
　

議
　
　
員
　
　
提
　
　
案                           

白
石
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例                   

学
校
給
食
費
の
無
償
化
を
求
め
る
意
見
書                         

議
　
員
　
提
　
案

◎
令
和
４
年
度
白
石
市
病
院
事
業

　
会
計
予
算　
　
　
　
　
　
　
　

◎
白
石
市
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護

　
に
関
す
る
条
例　
　
　
　
　
　


